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香港金融管理局（ＨＫＭＡ）と中国銀行（香港）は 2010 年 7 月 19 日、香港での人民元業務に関する「補充協力覚

書」「決済協定」を、中国人民銀行とそれぞれ締結しました。これらの合意により、これまであった香港企業の人民元取

引の規制内容が緩和されました。主な内容は下記の通りです。 

 

項目 内容 注意点 

口座開設 

従来、中国本土と貿易取引のある企業のみ開

設できたが、貿易取引のない企業でも開設が

可能となった。 

個人は、香港居住者のみ口座開設可能（従来

通り）。 

口座間資金移動 

従来、企業間の貿易決済に関する資金移動

のみ認められていたが、企業間のみならず企

業・個人間の資金移動が、目的に関わらず可

能となった。 

香港・中国本土間の人民元取引については、

「※経常項目」に係る資金移動が認められた。し

かし、中国本土側では現地規則の遵守が必要

であり、完全な自由化というわけではない。また、

「※資本項目」に係る資金移動は対象外。 

外貨との両替 
金融機関が応じる範囲内で、金額や用途に

制限なく両替可能となった。 

個人の両替は、1日当り2万人民元が上限（従来

通り）。 

※経常項目・・・貨物代金決済、役務費、配当等が該当 

※資本項目・・・投融資等が該当 

 

今回の規制緩和により、例えば香港の金融機関による人民元建て投資商品開発・販売の可能性が広がる他、香港

企業がその社員への給与を人民元で振込することも可能となります。今後、香港内のみならず、中国本土との間の人

民元決済も取引拡大が予想されており、香港を舞台とした人民元の国際化が加速することになりそうです。 


